
令和３年度中山間地域等直接支払交付金事業の実施状況について

○　中山間地域等直接支払交付金事業の要旨

（１）集落協定の概要

（２）協定農用地の基準別の面積及び交付額
　　　　　(単位：m2、円)

基礎単価 体制整備単価
12,542,879 12,031,102 12,031,102 0 12,031,102 95.9%
12,542,879 11,687,458 11,687,458 0 11,687,458 93.2%

　　　　　(単位：m2、円)
　　　　　　　　　　　令和３年度交付実績

区　　分 対象面積 交付金額 　　　　　　負担区分
国費 都道府県費 市町村費

　田　　[1] 8,171,952 145,378,343 72,689,118 36,344,492 36,344,733
一 急傾斜　 4,169,719 104,006,887 52,003,398 26,001,643 26,001,846
般 緩傾斜　 4,002,233 41,371,456 20,685,720 10,342,849 10,342,887

　畑　　[2] 3,859,150 50,995,061 25,497,488 12,748,688 11,748,885
一 急傾斜　 2,943,392 46,377,485 23,188,719 11,594,324 11,594,442
般 緩傾斜　 915,758 4,617,576 2,308,769 1,154,364 154,443

　計 [1]+[2] 12,031,102 196,373,404 98,186,606 49,093,180 48,093,618
地域 一般地域 12,031,102 196,373,404 98,186,606 49,093,180 48,093,618
区分 特認地域 0 0 0 0 0
傾斜 急傾斜 7,113,111 150,384,372 75,192,117 37,595,967 37,596,288
基準 緩傾斜等 4,917,991 45,989,032 22,994,489 11,497,213 10,497,330

　山鹿市は、菊地川の上流域に位置し、北部域や、東部域などに傾斜地が多いなどの立地特性から、農
業生産活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮していますが、
担い手の高齢化、減少等に伴い耕作放棄が増加することにより国土の保全、水源かん養等の多面的機
能の低下が特に懸念されています。
　このため、山鹿市では、耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の確保を図る観点から、農業生産条件
の不利を補正する中山間地域等直接支払交付金（以下、「交付金」という。）を同制度第４期対策実施満
了の令和元年度まで実施してきました。令和２年度からは、第５期対策としてさらに５年間継続すること
で、適正な農業生産活動等が維持され洪水や土砂崩壊の防止、定住条件の向上等を通じ交付金の対象
地域の経済活動や生活環境等が改善されるとともに、当該地域以外の地域の住民に対しても、水源のか
ん養、保健休養等の多面的機能が及ぶものと期待しています。

3年度
（2年度）

　集落協定は、一団の農用地を構成する対象農用地に属する耕作者により構成されており、集落におけ
る将来像や将来像を実現するための目標や活動計画をまとめた集落マスタープランを作成し、農業生産
活動等として取り組むべき事項を定めて、農用地の保全活動や水路・農道等の管理、多面的機能を増進
する活動などを行っています。
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（３）集落協定締結数、個別協定締結数及び各集落等への交付額

　　　　　　　　　　令和３年度交付実績　　　　　　（単位：戸、m2、円）
　　　　　　協定締結数 参加 交付対象

　区　　分 既認定 当該年度 合　計 農家数 面積 交付額
新規認定

　集落協定 123 1 124 2,056 12,031,102 196,373,404
　個別協定 0 0 0 0 0
　　　計 123 1 124 2,056 12,031,102 196,373,404

※地域営農体制緊急支援施行加算分を含む。

（４）農業生産活動等の実施状況

令和３年度　農業生産活動等の実施状況

農業生産活動等として取り組むべき事項 集落数

　１必須事項（農業生産活動等）

　　（１）　耕作放棄の防止等の活動

　　　[1] 貸借権設定・農作業の委託 8

　　　[5]　農地の法面管理 116

　　　[6]　柵、ネットの設置等鳥獣被害防止 4

　　　[9]　担い手の確保 2

　　（２）　水路、農道等の管理活動

　　　[1]　水路の管理 110

　　　[2]　農道の管理 124

　２選択的必須事項（多面的機能を増進する活動）

　　（１）　国土保全機能を高める取組

　　　[1]　周辺林地の下草刈 95

　　（２）　保健休養機能を高める取組

　　　[6]　景観作物の作付け 4

　　（３）　自然生態系の保全に資する取組

　　　[10]　堆きゅう肥の施肥 25

　　　[15]　その他活動 1

集落マスタープラン

　目指すべき将来像

　　　[1]　将来にわたり農業生産活動等が可能となる集落内の実施体制構築 120

　　　[3]　協定参加者それぞれが、作物生産、加工・直売等さまざまな工夫により再生可能な所得を確保 4

　将来像を実現するための活動方策

　　　[9]　共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備 123

（５）農業生産活動等の体制整備の実施状況

農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項 集落数
　集落戦略の作成

　　　[1]集落戦略の作成 124


